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ふれあい消防119

　過去10年間（2010年から2019年まで）の平均で年間25個の台風が発生しています。台風が接近・上陸したときだ
けでなく、前線が停滞することで大雨が降り、道路の冠水や河川が氾濫することもあります。事前に備えることで被
害を最小限にしましょう。

　これまで経験したことのないような豪雨による災害が増えています。まずは、土砂災
害が起こりやすい、浸水しやすいのはどんな場所か、自宅や職場、学校の周辺などの危
険性を認識し、心構えをしましょう。
●危険性を知るには
各自治体で作成しているハザードマップを確認しましょう。ウェブサイトで閲覧でき

る他、各市役所・町役場で配布しています。

●「今まで大丈夫だったから今回も大丈夫」は絶対ダメ！
人は、自分が危機的状況にあっても避難行動を取れない場合があります。その要因の一つは、危険や脅威を軽視し

たり、事態を楽観的に見てしまい、自分だけは大丈夫と錯覚する心理状態になるからです。このような心理状態に誰
もがなる可能性があることを理解し、適切な避難行動が取れるようにしましょう。
●間に合わないときは「垂直避難」
土砂災害の多くは木造の１階部分で被災しています。緊急の場合は近くの頑丈な建物や自宅の２階以上に避難する「垂直
避難」も有効です。外に出ることで、かえって危険が及ぶような場合は、家の中の少しでも安全な場所に避難してください。
ただし、木造住宅は土砂災害によって全壊する恐れがありますので、早めの避難を心がけましょう。

※昨年は東日本台風（台風第19号）により危険物や毒劇物の流出事故が多発しました。これらを取扱う各事業所に
おいては、風水害への事前対策を行いましょう。

　大雨の際、各自治体から、災害の発生危険度に応じた３種類の情報を発信します。家族構成や
避難先など各自の状況に応じて、避難のタイミングをあらかじめ決めておくことが大事です。
●避難情報を知るには
データ放送を受信できるテレビの場合、リモコンのdボタンを押せば、いつでも地域の気象情
報や防災情報を見ることができます。
その他、ラジオやスマートフォンなどを活用して、自ら積極的に情報を入手しましょう。

風水害から身を守る３つのポイント

台風や大雨の前に
周囲の危険性を知る1

雨が降り始めたら
避難に関する情報を入手する2

危険が迫る前に
早めの避難行動を3

早期注意情報
（気象庁が発表）

災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル１

避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

警戒レベル４ 警戒レベル５
災害への心構えを
高める。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル２
避難に備え、ハザード
マップなどにより自ら
の避難行動を確認。

避難準備・
高齢者等
避難開始

（市町村が発令）

警戒レベル３

避難に時間を要する
人（高齢者、障がいの
ある方）は避難開始。

全員避難 命を守る行動を取る
・避難先への移動中に危険を感じた場合、近隣
のより安全な建物へ移動。

・外に出ることが危険と感じた場合は、建物内
のより安全な場所に移動。（垂直避難）

　管内住民の皆さんとともに、将来世代につなぐ持続可能なまちづくりを進め、より災害に強いまち、より安心して
暮らせるまちの実現を目指しています。

平常時≫火災予防・防災・予防救急
　消防法をはじめとした関係法令に則り、火災などの災害が発生しないように、
もしくは発生した場合に被害が最小限となるよう、様々なアプローチで社会シス
テムの構築を図っています。
●火災を未然に防ぐ
　火災の発生を未然に防ぐため、建物や危険物施設などの検査や防火管理の指導、
火災原因の調査・分析などを行っています。
●防災教育
　火災だけでなく、地震や台風などの自然災害は、いつ起こるか分かりません。
　各施設の避難訓練や各地域の防災訓練、さらに将来の地域防災を担う子ども達
に対する防災教育を行い、地域防災力の充実強化を図っています。
●予防救急
　救命率を向上させるために、救急搬送に関する統計を分析し、病気やけがを予防するための情報を住民の皆さんへ
提供することで、地域全体の救急事故を未然に防ぎ、救急需要の抑制を図ります。

災害時≫火災・救急・救助
　住民の皆さんの生命、身体及び財産を災害から守る責務
を担っています。その業務は、火災をはじめとして救急、
救助、また地震や風水害などの自然災害、テロ災害への対
応まで多岐にわたります。
●火災
　火災現場に出動し、逃げ遅れた人の救出や消火活動を行います。
●救急
　緊急性のある病気やけがをした人のところに駆けつけ、適切な応急処置をしながら医
療機関に搬送します。
●救助
　高度な知識、技術と資機材を備えた専門部隊が、火災や交通事故、水難事故などから人命を救います。

持続可能な社会を目指す消防の業務紹介

郡山地方広域消防組合職員募集《令和３年４月１日採用予定》
　職員採用候補者試験の受験申込みは、郡山地方広域消防組合ウェブサイト上で手続きをして下さい。

○募 集 人 員　15名程度
○受 験 資 格　平成７年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方（学歴は問いません。）
○受 付 期 間　令和２年７月17日（金）から８月25日（火）まで
○第一次試験　日時：令和２年９月27日（日）
　　　　　　　　会場：郡山地方広域消防組合消防本部及び郡山市立金透小学校
○お問い合わせ　消防本部総務課人事教養係　☎024−923−1708
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